
様式（議会月例報告会） 

 

平成３０年４月 議会月例報告会 

 

平成３０年４月２６日 

商 工 観 光 課 

 

□報告事項名 

１ 『船上山』をテーマとした歌詞を募集します 

 琴浦町観光大使、ミッキー吉野氏が作曲 

山の日記念全国大会 in 鳥取（８月１１日）で完成披露予定 

歌詞は町民をはじめ広く公募し、選考します 

 応募期限：６月１１日（月） 

 

２ グルメ de めぐるウォーク in 船上山 予定 

日 時 １０月１４日（日）   

場 所 船上山万本桜公園 主会場 

 

３ 『道の駅琴の浦』オープン 1 周年記念セール 

日 時 ４月２８日～５月６日   

場 所 道の駅「琴の浦」 

   （別紙チラシのとおり） 

 

４ 平成３０年度 琴浦町の企業支援制度一覧 

 （別紙のとおり） 

 

 

５ 実施済みのイベント報告 

① 琴浦会東日本地区交流会 

日 時 ４月７日（土）    

場 所 水交会（東京都内） 

② 一向平山開き式＆クリーン作戦 

日 時 ４月１４日（土） 

場 所 一向平キャンプ場 

③ 船上山さくら祭り 

日 時 ４月２２日（日）   

場 所 船上山万本桜公園 
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平成３０年度 企業支援制度 
 

琴浦町では人口減対策の一環として町内での事業活動を支援するため、下記のような 
補助金や奨励金などの制度を設けています。 
要件や申請書類など詳しくは、町ホームページをご覧ください。 
                                  

雇
用
支
援 

【新】琴浦町人
材確保支援補
助金 

各種求人広告、就職関連イベント等の出展料に係る
経費の一部を助成します 
※ 申請は、6 月 29 日まで 

対象経費の 1/2 以内 
上限５万円 

琴浦町育児休
業促進奨励金 

従業員（琴浦町民）に育児休業を取得させた事業
主に対して奨励金を支給します 
※ 平成 30 年 4 月 1 日以前に、育児休業申出を
受けている場合は、6 月 29 日までに申請書提出 

対象従業員 1 人あたり
10 万円 

 

販 
路
開
拓 

琴浦町販路開
拓支援事業 

国内外で開催される展示会などに出展する事業主に
対して、経費の一部を助成します 

対象経費の 1/2 以内 
上限 20 万円 

【新】首都圏で
の販路開拓拠
点整備事業補
助金 

新たに首都圏に拠点を置いて販路開拓を行う事業主
に対して、土地・建物・器具備品等の整備に係る費用
の一部を助成します。 

対象経費の 1/2 以内 
上限 100 万円 

起 
業 

琴浦町 IJU タ
ーン起業支援
補助金 

町内で起業する移住者等に対して、その初期投資に
かかる経費の一部を助成します 

対象経費の 1/2 以内 
上限 50 万円 

 
融 
 
 
資 

琴浦町小規模
事業者経営改
善資金利子補
給金 

商工会の推薦によりマル経融資を借り入れた町内の小
規模事業者に対して、その利子の一部を助成します 
 

利子額の 1/2 

琴浦町中小企
業小口融資 

町内の中小企業に対して低金利での融資を行います  

 
立 
 
 
地 

琴浦町企業立
地事業補助金 

町内に工場、事業所を新設又は増設する事業者に対
して、その初期投資にかかる経費の一部を助成します 
 

投資額の 5％ほか 
最大上限 5 千万円 
（業種により異なる） 

琴浦町産業振
興に係る固定
資産税の減免 

町内に工場又は事業所を新設又は増設する事業者
に対し、その固定資産税を減免します 

最大全額免除 
（上限あり） 

琴浦町雇用促進奨励助成金は平成２９年度で廃止しました。 


